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　 岐阜県では平成２ ０ 年４ 月よ り ，「 障害」 を「 障がい」 と 表記するこ と と し て

いる が， 国や県が定める 法令に規定さ れている 用語， 名称等や団体， 機関等の

固有名詞は「 障害」 の表記を用いる こ と と し ている ため， 本試験においては

「 障害」 の表記で統一し て出題し ている 。

1 　 次の文章は，「 日本国憲法」 の第二十五条及び第二十六条である。 Ａ 〜

Ｄ に当てはまる 語句の組合せと し て正し いも のを， 次の①〜⑤の中から 一つ

選べ。 解答番号は１ 。

第二十五条　 すべて国民は， 健康で Ａ な最低限度の生活を営む権利を有する 。

２ 　 国は， すべての生活部面について， 社会福祉， Ｂ 及び公衆衛生の向上

及び増進に努めなければなら ない。

第二十六条　 すべて国民は， 法律の定める と こ ろによ り ， その Ｃ に応じ て，

ひと し く 教育を受ける権利を有する 。

２ 　 すべて国民は， 法律の定める と こ ろによ り ， その保護する子女に普通教育を

受けさ せる Ｄ を負ふ。 義務教育は， こ れを無償と する。

①　 Ａ　 文化的　 　 　 Ｂ 　 社会生活　 　 　 Ｃ 　 資質　 　 　 Ｄ 　 義務

②　 Ａ　 文化的　 　 　 Ｂ 　 社会保障　 　 　 Ｃ 　 能力　 　 　 Ｄ 　 義務

③　 Ａ　 文化的　 　 　 Ｂ 　 社会生活　 　 　 Ｃ 　 資質　 　 　 Ｄ 　 権利

④　 Ａ　 自立的　 　 　 Ｂ 　 社会保障　 　 　 Ｃ 　 能力　 　 　 Ｄ 　 義務

⑤　 Ａ　 自立的　 　 　 Ｂ 　 社会生活　 　 　 Ｃ 　 能力　 　 　 Ｄ 　 権利
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2 　 次のＡ 〜Ｅ の文章は， それぞれある 教育心理学の心理効果について説明し たも

のである 。 その内容と し て適切なも のの組合せを， 次の①〜⑤の中から 一つ選べ。

解答番号は２ 。

Ａ 　 ゴーレム効果

　 よい感情をも っている児童生徒に対し て， 評価が全体的に甘く なるこ と 。

Ｂ 　 ホーソ ン効果

　 評価対象者と 比較する人を設定し 比較するこ と で， 評価がゆがむこ と 。

Ｃ 　 ピグマリ オン効果

　 指導者が学習者に期待をも つと ， 学習者の成績や能力が向上する こ と 。

Ｄ　 寛容効果

　 学習者が指導者に期待さ れていないと ， 成績や能力が向上しないこ と 。

Ｅ 　 ハロー効果

　 学習者が何か優れた特徴をも っている と ， それ以外のこ と も 優れている だろ

う と 判断し てし まう こ と 。

①　 Ａ ・ Ｃ

②　 Ｂ ・ Ｄ

③　 Ｃ ・ Ｅ

④　 Ａ ・ Ｄ

⑤　 Ｂ ・ Ｅ
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3 　 次の文章は，「 文部科学省所管事業分野における障害を理由と する 差別の解消の

推進に関する 対応指針の策定について」（ 令和６ 年１ 月 17 日） にて述べら れてい

る 「 ２ 　 合理的配慮」 の一部である 。 Ａ に当てはまる 語句と し て最も 適切な

も のを， 次の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は３ 。

（ 1） 合理的配慮の基本的な考え方

　 関係事業者は， その事業を行う に当たり ， 障害者から 現に Ａ 障壁の除去を

必要と し ている旨の意思の表明があった場合において， その実施に伴う 負担が過重

でないと きは， 障害者の権利利益を侵害するこ と と なら ないよ う ， 当該障害者の性

別， 年齢及び障害の状態に応じ て， Ａ 障壁の除去の実施について必要かつ合

理的な配慮（ 以下「 合理的配慮」 と いう 。） をし なければなら ないこ と 。

①　 心理的

②　 身体的

③　 言語的

④　 物理的

⑤　 社会的
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4 　 次のＡ 〜Ｄの文章は， それぞれある 法律の条文の一部である 。 それぞれの法律

の名称の組合せと し て正し いも のを，次の①〜⑤の中から 一つ選べ。解答番号は４ 。

Ａ 　 校長及び教員は， 教育上必要がある と 認める と きは， 文部科学大臣の定める と

こ ろによ り ， 児童， 生徒及び学生に懲戒を加えるこ と ができる 。 ただし ， 体罰を

加えるこ と はできない。

Ｂ 　 職員は， その職務を遂行するに当つて， 法令， 条例， 地方公共団体の規則及び

地方公共団体の機関の定める規程に従い， 且つ， 上司の職務上の命令に忠実に従

わなければなら ない。

Ｃ 　 義務教育と し て行われる普通教育は， 各個人の有する能力を伸ばし つつ社会に

おいて自立的に生きる基礎を培い， また， 国家及び社会の形成者と し て必要と さ

れる基本的な資質を養う こ と を目的と して行われるも のと する 。

Ｄ　 公立の小学校等の教諭等の研修実施者は， 当該教諭等（ 臨時的に任用さ れた者

その他の政令で定める 者を除く 。） に対し て， その採用（ 現に教諭等の職以外の

職に任命さ れている 者を教諭等の職に任命する 場合を含む。） の日から 一年間の

教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修（ 次項におい

て「 初任者研修」 と いう 。） を実施し なければなら ない。

①　 Ａ　 教育基本法　 　 Ｂ 　 地方公務員法

　 　 Ｃ 　 学校教育法　 　 Ｄ 　 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

②　 Ａ　 教育基本法　 　 Ｂ 　 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

　 　 Ｃ 　 学校教育法　 　 Ｄ 　 教育公務員特例法

③　 Ａ　 学校教育法　 　 Ｂ 　 教育公務員特例法

　 　 Ｃ 　 教育基本法　 　 Ｄ 　 地方公務員法

④　 Ａ　 学校教育法　 　 Ｂ 　 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

　 　 Ｃ 　 教育基本法　 　 Ｄ 　 地方公務員法

⑤　 Ａ　 学校教育法　 　 Ｂ 　 地方公務員法

　 　 Ｃ 　 教育基本法　 　 Ｄ 　 教育公務員特例法
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5 　 次の文章は，「 令和５ 年度児童生徒の問題行動・ 不登校等生徒指導上の諸課題に

関する 調査結果及びこ れを踏まえた対応の充実について（ 通知）」（ 令和６ 年 10 月

31 日） に述べら れている，「 ２ ． いじ めの問題への対応について」 の一部である。

Ａ 〜 Ｄ に当てはまる 語句の組合せと し て最も 適切なも のを， 次の①〜⑤

の中から 一つ選べ。 解答番号は５ 。

　 文部科学省では， 平成 29 年３ 月に Ａ に基づく Ｂ を改定する と と も に，

本年８ 月に「 いじ めの重大事態の調査に関する ガイ ド ラ イ ン」（ 平成 29 年３ 月） を

円滑かつ適切な重大事態調査の実施及びいじ め対象児童生徒や保護者等に寄り 添っ

た対応を促す観点から 改訂し た。

　 学校設置者においては， こ れら に沿った対応がなさ れるよ う ， 学校の対応状況を

適切に把握する と と も に， 実効性のあるも のと なるよ う 指導助言を行う こ と 。 その

際， 各学校において作成し ている Ｃ については， 学校の実情に即し て適切に

機能し ている かど う かを 点検し ， 必要に応じ て見直すこ と 。 さ ら に， 策定し た

Ｃ については， 保護者や地域住民がその内容を容易に確認でき る よ う 各学校

のホームページへ掲載する 等の措置を講ずる と と も に， Ｄ 等も 活用し て保護

者や地域住民と の連携を図るこ と 。

①　 Ａ　 いじめ防止対策推進法　 　 　 　 　 　 　 　 Ｂ 　 学校いじめ防止基本方針

　 　 Ｃ 　 いじめの防止等のための基本的な方針　 Ｄ　 学校運営協議会

②　 Ａ　 いじめ防止対策推進法　 　 　 　 　 　 　 　 Ｂ 　 いじめの防止等のための基本的な方針

　 　 Ｃ 　 学校いじめ防止基本方針　 　 　 　 　 　 　 Ｄ　 学校運営協議会

③　 Ａ　 いじめの防止等のための基本的な方針　 Ｂ 　 いじめ防止対策推進法

　 　 Ｃ 　 学校いじめ防止基本方針　 　 　 　 　 　 　 Ｄ　 就学指導委員会

④　 Ａ　 学校いじめ防止基本方針　 　 　 　 　 　 　 Ｂ 　 いじめ防止対策推進法

　 　 Ｃ 　 いじめの防止等のための基本的な方針　 Ｄ　 学校運営協議会

⑤　 Ａ　 学校いじめ防止基本方針　 　 　 　 　 　 　 Ｂ 　 いじめの防止等のための基本的な方針

　 　 Ｃ 　 いじめ防止対策推進法　 　 　 　 　 　 　 　 Ｄ　 就学指導委員会
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6 　 次の文章は， アタ ッ チメ ント についてまと めたも のである。 Ａ 〜 Ｄ に

当てはまる語句の組合せと し て最も 適切なものを， 次の①〜⑤の中から 一つ選べ。

解答番号は６ 。

　 Ａ が提唱し たアタ ッ チメ ント 行動と は， 状況によ り よ く 対処でき る と 思わ

れる 特定の人物に接近し ， 接近を維持する行動であり ， 恐怖や疲労を感じ たり 病気

になったり し たと きに最も 顕著になり ， なぐさ めを受けたり 世話をさ れたり する こ

と で静まる も のである 。また，アメ リ カの Ｂ によ り 研究が進めら れた Ｃ （ １

歳児を対象に愛着行動を観察する方法） は， 乳児を見知ら ぬ部屋に連れて行き ， 母

親と の分離や再会など８ つの場面を経験さ せ， その行動を観察し ， 母親と の愛着の

タイ プを分類するも のである 。 愛着の質は，「 他者から の愛情の享受」 や，「 自己の

要求に対する他者から の応答についての確信」 に影響する 。 こ のよ う な自己と 他者

に関する表象モデルのこ と を， 愛着の Ｄ と いう 。

①　 Ａ　 エインズワース　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｂ 　 ボウルビィ

　 　 Ｃ 　 ス ト レンジ・ シチュ エーショ ン法　 　 Ｄ 　 内的ワーキングモデル

②　 Ａ　 ボウルビィ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｂ 　 ハーロウ

　 　 Ｃ 　 ス ト レンジ・ シチュ エーショ ン法　 　 Ｄ 　 社会学理論モデル

③　 Ａ　 エインズワース　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｂ 　 ハーロウ

　 　 Ｃ 　 選好注視法　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｄ 　 社会学理論モデル

④　 Ａ　 ハーロ ウ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｂ 　 ボウルビィ

　 　 Ｃ 　 選好注視法　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｄ 　 内的ワーキングモデル

⑤　 Ａ　 ボウルビィ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｂ 　 エイ ンズワース

　 　 Ｃ 　 ス ト レンジ・ シチュ エーショ ン法　 　 Ｄ 　 内的ワーキングモデル
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7 　 次の文章は，「 生徒指導提要（ 令和４ 年１ ２ 月　 文部科学省）」 に述べら れてい

る 「 12． ４ 　『 性的マイ ノ リ ティ 』 に関する課題と 対応」 の一部である。 学校の対

応と し て適切でないものを， 次の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は７ 。

①　 学級・ ホームルームにおいては， いかなる 理由でも いじ めや差別を許さ ない適切

な生徒指導・ 人権教育等を推進する こ と が， 悩みや不安を抱える児童生徒に対する

支援の土台と なり ます。

②　「 性的マイ ノ リ ティ 」 と さ れる 児童生徒には， 自身のそう し た状態を秘匿し てお

き たい場合がある こ と などを踏まえつつ， 学校においては， 日頃から 児童生徒が相

談しやすい環境を整えていく こ と が望まれます。

③　 教職員自身が理解を深める と と も に， 心ない言動を慎むこ と はも ちろん， 見た目

の裏に潜む可能性を想像できる人権感覚を身に付けていく こ と が求めら れます。

④　 学校と し て効果的な対応を進める ためには， 組織で対応する こ と は欠かせないこ

と から ， 当事者である 児童生徒やその保護者に対し， 情報を共有する意図について

理解を得るこ と を待たず， 速やかに教職員間で情報を共有する必要があり ます。

⑤　 指導要録の記載については学齢簿の記載に基づき行い， 卒業後に法に基づく 戸籍

上の性別の変更などを行った者から 卒業証明書などの発行を求めら れた場合は， 戸

籍を確認した上で， 当該者が不利益を被ら ないよ う 適切に対応し ます。
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8 　 次のＡ〜Ｅ の文章は，「 義務教育の段階における普通教育に相当する 教育の機会

の確保等に関する 法律」（ 平成２ ８ 年法律第１ ０ ５ 号） の第三条に示さ れている 教

育の機会の確保等に関する 施策の基本理念である 。 その内容と し て適切でないも

のを， 次の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は８ 。

Ａ 　 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り ， 安心し て教育を受けら れるよ う ， 必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよ う 努めるこ と 。

Ｂ 　 不登校児童生徒が行う 多様な学習活動の実情を踏まえ， 個々の不登校児童生徒

の状況に応じ た必要な支援が行われる よ う にするこ と 。

Ｃ 　 不登校児童生徒が安心し て教育を十分に受けら れるよ う ， 学校における環境の

整備が図ら れるよ う にするこ と 。

Ｄ　 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意

思を十分に尊重し つつ， その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわり

なく ， その能力に応じ た教育を受ける 機会が確保さ れるよ う にすると と も に， そ

の者が， その教育を通じ て， 社会において自立的に生きる基礎を培い， 豊かな人

生を送るこ と ができるよ う ，その教育水準の維持向上が図ら れるよ う にするこ と 。

Ｅ 　 国， 地方公共団体， 教育機会の確保等に関する活動を行う 民間の団体その他の

関係者の相互の密接な連携の下に行われるよ う にするこ と 。

①　 Ａ

②　 Ｂ

③　 Ｃ

④　 Ｄ

⑤　 Ｅ
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9 　 次の文章は，「 教育職員等によ る 児童生徒性暴力等の防止等に関する 法律」（ 令

和３ 年法律第５ ７ 号） の第一条の一部である 。 Ａ 〜 Ｃ に当てはまる 語句

の組合せと し て正し いも のを， 次の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は９ 。

（ 目的）

第一条　 こ の法律は， 教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著

し く 侵害し ， 児童生徒等に対し 生涯にわたって回復し 難い Ａ その他の心身

に対する 重大な影響を与える も のである こ と に鑑み， 児童生徒等の Ｂ を保

持するため， 児童生徒性暴力等の禁止について定める と と も に， 教育職員等によ

る 児童生徒性暴力等の防止等に関し ，基本理念を定め，国等の責務を明ら かにし ，

基本指針の策定， 教育職員等によ る児童生徒性暴力等の防止に関する措置並びに

教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に

関する 措置等について定め， あわせて， 特定免許状失効者等に対する Ｃ の

特例等について定めるこ と によ り ， 教育職員等によ る児童生徒性暴力等の防止等

に関する施策を推進し ， も って児童生徒等の権利利益の擁護に資する こ と を目的

と する 。

①　 Ａ　 心理的外傷　 　 　 Ｂ 　 尊厳　 　 　 Ｃ 　 教育職員免許法

②　 Ａ　 身体的傷害　 　 　 Ｂ 　 尊厳　 　 　 Ｃ 　 教育職員免許法

③　 Ａ　 身体的傷害　 　 　 Ｂ 　 安全　 　 　 Ｃ 　 地方公務員法

④　 Ａ　 心理的外傷　 　 　 Ｂ 　 尊厳　 　 　 Ｃ 　 地方公務員法

⑤　 Ａ　 心理的外傷　 　 　 Ｂ 　 安全　 　 　 Ｃ 　 地方公務員法
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10 　 次のＡ 〜Ｃ の文章は， 心理学における 学習に関する 理論について説明し たも の

である 。 それぞれの理論と 関係が深い人物の組合せと し て最も 適切なも のを ， 次

の①〜⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は１ ０ 。

Ａ 　 でたら めに行動し た結果， 成功と 失敗を何度も 繰り 返すう ちに， 特定の行動が

成立する学習を試行錯誤学習と いう 。 こ の人物の代表的な研究と し ては， ネコ を

問題箱と 呼ばれる実験装置に入れ， 箱から 脱出する こ と を学習するまでの過程を

実験によ り 明ら かにし た。

Ｂ 　 学習者が他者（ モデル） の行動やその結果を観察するだけで成立する学習を観

察学習と いう 。 こ の人物ら が行った実験では， 実験室に置かれた人形へ攻撃し て

いる大人（ モデル） の行動を観察し た子ども は， 大人（ モデル） の行動を観察し

ていない子ども と 比べて， 人形に対し て攻撃行動をするこ と が明ら かと なり ， こ

の実験結果は社会的学習理論と し てまと めら れた。

Ｃ 　 自発的な行動に報酬や罰が伴う こ と で， その行動の出現頻度が増減する学習の

手続きをオペラ ント 条件づけと いう 。 こ の理論を提唱し た人物の有名な実験と し

ては， 押すと エサが出てく るレバーが付いた実験装置にネズミ を入れ， たまたま

レバーに触れてエサを得るこ と ができ たネズミ は， レバー押し を繰り 返すよ う に

なる と いう も のがある 。

①　 Ａ　 スキナー　 　 　 　 　 Ｂ 　 バンデューラ 　 　 　 Ｃ 　 ソ ーンダイ ク

②　 Ａ　 スキナー　 　 　 　 　 Ｂ 　 ソ ーンダイ ク 　 　 　 Ｃ 　 バンデューラ

③　 Ａ　 ソ ーンダイ ク 　 　 　 Ｂ 　 スキナー　 　 　 　 　 Ｃ 　 バンデューラ

④　 Ａ　 ソ ーンダイ ク 　 　 　 Ｂ 　 バンデューラ 　 　 　 Ｃ 　 スキナー

⑤　 Ａ　 バンデューラ 　 　 　 Ｂ 　 ソ ーンダイ ク 　 　 　 Ｃ 　 スキナー


